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人
権
と
は
、
日
本
国
憲
法
に

よ
っ
て
私
た
ち
、
す
べ
て
の
国
民

に
保
障
さ
れ
て
お
り
、
何
人
も
侵

害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
幸
せ
に

生
き
て
い
く
た
め
の
権
利
で
す
。

　
ま
た
、
人
権
侵
害
の
根
絶
は
世

界
共
通
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
の
仕
事
は
、
▼

私
た
ち
の
人
権
が
侵
さ
れ
な
い
よ

う
に
注
意
す
る
こ
と
▼
人
権
が
侵

さ
れ
た
人
が
い
た
場
合
に
は
相
談

相
手
に
な
っ
て
救
済
す
る
こ
と
▼

人
々
に
正
し
い
人
権
の
考
え
方
を

広
め
る
な
ど
自
由
人
権
思
想
の
普

及
に
努
め
る
こ
と
で
す
。

　
養
父
市
の
人
権
擁
護
委
員
も
、

人
権
相
談
所
の
開
設
、
街
頭
で
の

普
及
啓
発
活
動
、
地
域
で
人
権
教

室
を
開
催
す
る
な
ど
、
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
養
父
市
に
お
け
る
人
権
相
談
所

は
、
毎
月
第
３
金
曜
日
に
旧
町
別

に
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
人
権
擁
護
委
員
に
直
接

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
い
て
も
構

い
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
昨
年
、
内
閣
府
が
全
国
　
歳
以

２０

上
の
人
か
ら
抽
出
し
た
３
０
０
０

人
を
対
象
に
「
人
権
擁
護
に
関
す

る
世
論
調
査
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、「
５
、
６
年
の
間
で

日
本
に
お
け
る
人
権
侵
害
の
状
況

を
ど
う
思
う
か
」
の
設
問
で
は
、

「
多
く
な
っ
て
き
た
」
と
答
え
た

人
が
前
回
調
査
（
平
成
　
年
２
月
）

１５

に
比
べ
て
約
６
ポ
イ
ン
ト
上
昇
の

木下種子さん

（八鹿町下小田）

緯662崖2743

西村　勝さん

（八鹿町浅間）

緯662崖4572

田原一弘さん

（広谷）

緯664崖0897

西田唯之さん

（養父市場）

緯665崖0271

長島　求さん

（八鹿町九鹿）

緯662崖3692

養父市の
人権擁護委員

　
人
権
 擁
護
 委
員
と
は
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
し
、
地
域

よ

う

ご

に
お
い
て
私
た
ち
の
人
権
が
侵
さ
れ
な
い
よ
う
に
取
り

組
み
、
侵
さ
れ
た
場
合
に
は
救
済
す
る
な
ど
「
人
権
問

題
に
お
け
る
地
域
の
相
談
相
手
」
で
す
。

　
ま
た
、　

月
４
日
か
ら
　
日
は
「
人
権
週
間
」
で
す
。

１２

１０

こ
の
機
会
に
家
庭
や
職
場
、
地
域
な
ど
で
人
権
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　人権侵害の相談な

ど、お困りの際は私た

ちにご相談ください。

人
権
擁
護
委
員
の
役
割

「
人
権
」
と
は
？

人
権
に
関
す
る
国
民
の

意
識
は
？

　
・
０
％
。
ま
た
、「
人
権
侵
害
を

４２受
け
た
経
験
が
あ
る
か
」
の
設
問

で
は
、「
あ
る
」と
答
え
た
人
が
　
・
１６

３
％
で
前
回
調
査
に
比
べ
２
・
４

ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　
人
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
思
っ
た

こ
と
が
「
あ
る
」
と
答
え
た
人
に

複
数
回
答
で
尋
ね
た
「
ど
の
よ
う

な
人
権
侵
害
を
受
け
た
か
」
の
設

問
で
は
、
約
　
％
の
割
合
で
「
あ

５０

ら
ぬ
噂
、
悪
口
、
か
げ
口
」
と
答

え
て
い
ま
す
。

　
複
数
回
答
で
尋
ね
た
「
関
心
が

あ
る
人
権
課
題
は
」
の
設
問
で
は
、

障
害
者
、
高
齢
者
、
子
ど
も
に
対

す
る
人
権
侵
害
と
回
答
し
た
割
合

が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
世
論
調
査
の
結
果
で
は
人
権
を

侵
害
さ
れ
た
と
い
う
割
合
は
微
増

し
て
い
ま
す
。
国
民
全
体
が
常
に

意
識
を
持
っ
て
、
今
後
も
人
権
課

題
の
解
決
に
向
け
て
取
り
組
む
こ

と
が
重
要
で
す
。

～
　
月
４
日
か
ら
　
日
は
「
人
権
週
間
」
で
す
～

１２

１０

知
っ
て
い
ま
す
か
？
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